
旧横浜市いそごハイムの建物及び土地の民間利用 
についてのサウンディング型市場調査（対話）実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 事前説明会の開催（事前申込制） 

事業概要・対話（サウンディング型市場調査）の実施方法等についての事前説明と対象敷地の現地

見学を実施します。参加を希望される方は、期日までに以下申込先へ参加者氏名、所属企業部署名（又

は所属団体名）、電話番号を明記の上、E メールにてご連絡ください（１者２名まで）。メール件名は

【説明会参加申込】としてください。なお、事前説明会に参加されない場合でも、対話への参加は可

能です。 

 【日  時】令和５年８月 31 日（木）10:00～11:00（9:45 開場） 

 【場  所】横浜市磯子区岡村三丁目 10-16（旧横浜市いそごハイム） 

 【内  容】事業概要・対話の実施方法等の説明及び現地見学の実施 

 【申込期日】令和５年８月 25 日（金）17:00 

 【申 込 先】 Ｅメール： kd-yo-go@city.yokohama.jp 

 

● 対話の実施（アイデア及びノウハウの保護のため、対話は個別に行います。） 

【期  間】令和５年９月 22 日（金）～９月 29 日（金） 

【場  所】市庁舎内会議室（横浜市中区本町６-50-10） 

【対 象 者】事業実施に関心のある法人又は法人のグループ等 

【方  法】直接対話又はオンライン（Zoom 無料版を利用予定）による対話（１グループ１時間程度） 

※「事前ヒアリングシート」をご提出いただき、シートを活用して対話を行います。 

【対話の参加申込（様式１）】令和５年９月４日（月）から９月 15 日（金）17 時まで 

      「エントリーシート」（様式１）を記入し、Eメールでご提出ください。 

メール件名は【対話参加申込】としてください。エントリーシート受領後、実施日時を個

別に調整します。 

【事前資料の提出（様式２）】対話実施日の５営業日前まで 

可能な範囲で「事前ヒアリングシート」（様式２）を記入し、Eメールでご提出ください。

メール件名は【事前ヒアリングシート提出】としてください。 

【申 込 先】 Ｅメール：kd-yo-go@city.yokohama.jp 

横浜市が所有している横浜市磯子区岡村三丁目に立地する旧横浜市いそごハイム（以下「既存施設」

という。）については、地域要望を踏まえた、建物・土地利用の可能性について検討を進めています。 

事業者公募に先立ち、民間事業者等の皆様との「対話」を通じて、民間事業者の意向や市場の動向等

を把握することを目的に、「サウンディング型市場調査」を実施し、事業実施の可能性や公募条件等の

検討の際の参考としたいと考えていますので、是非御参加くださいますようお願いします。 



１ 対象敷地の概要 

所在地 横浜市磯子区岡村三丁目 10-16 

敷地概要 
敷地面積：約 820 ㎡ 

現況地目：宅地 

既存施設の概要 

鉄筋コンクリート造・地上 3階建、延床面積 1,010.17 ㎡ 

昭和 54 年検査済証交付（建築確認） 昭和 54 年供用開始 

主要用途：児童福祉施設 

耐震診断済：補強対象外  

主な都市計画制限等 

用途地域：第一種住居地域、高度地区：第４種高度地区 

容積率の最高限度：200％、建ぺい率の最高限度：60％ 

防火・準防火地域：準防火地域 

不燃化推進区域 

所有形態 土地・建物：横浜市 

 

２ アイデアを御提案いただくにあたっての視点等（対話時点案） 

(1)経緯 

 

 

旧横浜市いそごハイムは平成 24 年度末に母子生活支援施設としての用途が

廃止されました。その後、跡利用について検討がされてきましたが、令和４年

１月に、こども青少年局としては活用しないことが決まっています。 

本件施設は、事業当初から自治会活動に使われており、用途廃止以降も地域

からの要望により、集会室としての地域利用に供されていました。現在は、老

朽化の影響により、施設利用の安全性の確保が困難なことから、地域利用も停

止しています。 

今後の既存建物の扱いについて、地域の集会室としての利用の要望を踏まえ

つつ、既存施設の利活用を図る方法を探るため、サウンディング型市場調査を

実施します。 

(2)跡地活用の

基本的な考え方  

 

 

現時点では、土地・建物の利活用を想定しています。当該土地については、

定期借地や売却等、ご希望をご提示ください。また、既存建物は、改修等を行

って利用することも、解体撤去後に新たな建物を建築することも可とします。 

この度の調査では、以下の希望条件を踏まえ、本件土地・建物の活用案につ

いて広く自由にご提案いただきたいと考えております。なお、希望条件に沿っ

ていないアイデアや事業計画であっても、まずはご提案いただければと思いま

す。 

＜参考＞ ※路線価等から計算   

■土地 一時貸付金額：約 32 万円（月額）※敷地一帯（819.67 ㎡）で計算 

     売却金額：約１億３千万円 

■建物 一時貸付金額：約 41 万円（月額）※床面積 1,010.17 ㎡で計算 

約 5万４千円（月額）※面積 133 ㎡で計算 

      売却価格：約 7千３百万円 

※現時点では、土地・建物の売却価格等はお示しすることはできません。売却 

価格または貸付価格については、不動産鑑定評価等に基づいて決定します。 



(3)希望条件 地域が集会等で利用できる空間の確保（133 ㎡程度） 

・主な機能：集会室、給湯室、トイレ等 

(4)対話時点で

の活用イメージ 

・建物を再活用し、地域活性化に寄与する利用方法 

・子育て世帯の転入・定住促進に繋がるような、地域の魅力の向上に資する事 

業の拠点 など 

(5) 対話の視点 【対象不動産に対する一般的な評価】 

・対象不動産の優位性や潜在的可能性 

・事業推進・施設運営にあたっての課題や問題点 

【具体的な提案】 

 ・事業スキーム、事業概要 

 ・事業方式の想定（建物活用、建物一部活用、更地等） 

・事業期間の想定 

・希望条件附帯の有無 

  ＊有の場合（設置可能面積、管理・運営方法等） 

 ＊無の場合（設置不可の理由、設置した場合の課題等） 

・土地の購入・定期借地の希望（定期借地の場合の年数等） 

・建物解体条件付（事業者で解体）で売却や貸付の可能性の有無 

・地域への貢献と関わり方 

・事業にあたっての市への要望 

  

３ 対話の進め方 

参加された民間事業者等の皆様の側から上記項目に沿って、一括してご説明いただき、それを踏ま

えて、市側から質問等をさせていただきながら、予定時間内で対話を実施いたします。 

なお、一部の項目・内容だけの提案でも構いません。また、提案内容等によっては、進行方法を変

更する場合があります。 

 

４ 留意事項 

⑴ 参加の扱い 

対話への参加実績は、事業者公募における評価の対象とはなりません。また、対話に参加いただ

かなくても、事業者公募に応募可能です。 

対話内容は、今後の公募に向けた検討の参考とさせていただきます。ただし、双方の発言とも、

あくまで対話時点の想定のものとし、何ら約束をするものではありません。 

※多数の御応募をいただいた場合は、対話の実施期間を延長させていただく場合があります。予め

ご了承ください。 

⑵ 対話に関する費用 

対話への参加費は無料ですが、参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

⑶ 実施結果の公表 

対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。 

ただし、参加企業等の名称、企業ノウハウに係る内容等は公表しません。 

公表に際しては、あらかじめ参加事業者に表現の確認を行います。 



⑷ 参加除外条件 

次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認めないこととします。 

① 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第８条第２

校第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主催者その他構成員又は当該構成員を含

む団体 

② 横浜市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号）第２条第２号に規定する暴力団、

同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条第７条

に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人その他団体にあっては、その

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を

有すると認められるものをいう。） 

③ 神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 23 条第１項又は第２項に違反

している事実がある者 

  



５ 参考資料 

  ＜位置図＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧いそごハイム 



 ＜用途地域等＞ 

 
 

 
  

 



 
 

 

 

 

＜ハザードマップ＞ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜用途地域内の建築物の用途制限＞ 

  

 



＜建物図面・写真＞ 

 

浴室 

脱衣所 

地域使用エリア 

【参考】地域利用が行われていた際の利用状況 
・利用頻度：時間帯単位で月 20 回程度 
・利用料金（施設管理協力金）：各時間帯で 500 円 

※時間帯：①９時～12 時、②12 時～15 時、③15 時～18 時、④18 時～21 時 



 

 

 

 



 



 



６ お問い合わせ先 

  【サウンディング型市場調査に関すること】 

横浜市 こども青少年局こどもの権利擁護課 

所在地：横浜市中区本町６丁目 50 番地 10（市庁舎 13 階） 

電話番号：045-671-2394 

ファクス：045-550-3948 

E メール：kd-@city.yokohama.jp 

 

【地域利用に関すること】 

横浜市 磯子区役所区政推進課 

所在地：横浜市磯子区磯子三丁目 5 番 1 号 

電話番号：045-750-2331 

ファクス：045-750-2533 

E メール：is-kusei@city.yokohama.jp 

 

 

 

【参考】今後のスケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サウンディング型市場調査の結果により民間活力の導入の可能性が確認できた場合 

令和５年度前半 令和６年度中  
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